
平成２８年 第３回 筑紫野市議会定例会（９月） 
提出議案について 

 

 平成２８年第３回筑紫野市議会定例会（会期：８月３１日から９月２６日まで）に次の議

案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

同意第１７号 筑紫野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

本件は、現委員の白石誠氏が本年９月２７日をもって任期満了となりますので、引き続き、

白石誠氏を選任したく、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるもの

です。 

同意第１８号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

本件は、現委員の近本明氏が本年１０月 3 日をもって任期満了となりますので、引き続き、

近本明氏を任命したく、地方教育⾏政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求めるものです。 

認定第 1 号 平成２７年度筑紫野市⼀般会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、３２５億９千８３９万９千３１０円、これに対します歳出決算額は３０４

億８千１２８万４９２円です。これを差し引きしました形式収支は２１億１千７１１万８千

８１８円の⿊字となっています。 

認定第２号 
平成２７年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊決算額は、１１３億２千７７５万６千４７３円、これに対します歳出決算額は１１３

億８３１万６千３２５円です。これを差し引きしました形式収支は１千９４４万１４８円の

⿊字となっています。 

認定第３号 
平成２７年度筑紫野市住宅新築資⾦等貸付事業特別会計歳⼊歳出決算の認

定について 

歳⼊決算額は、２千１９９万８千６１０円、これに対します歳出決算額は８６７万５千４

８４円です。これを差し引きしました形式収支は、１千３３２万３千１２６円の⿊字となっ

ています。 

 



認定第４号 
平成２７年度筑紫野市奨学資⾦貸与事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊、歳出決算額ともに６０８万３千４２５円となっています。 

 認定第５号 平成２７年度筑紫野市介護保険事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、５８億６千７４１万５千９９６円、これに対します歳出決算額は、５７億

７千３１２万８千５９３円です。これを差し引きしました形式収支は９千４２８万７千４０

３円の⿊字となっています。 

認定第６号 
平成２７年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計歳⼊歳出決算の認定に

ついて 

歳⼊決算額は、２０億９千９５０万９千１７７円、これに対します歳出決算額は、２０億

５千８０５万２千３円です。これを差し引きしました形式収支は４千１４５万７千１７４円

の⿊字となっています。 

認定第７号 
平成２７年度筑紫野市農業集落排⽔事業特別会計歳⼊歳出決算の認定につ

いて 

歳⼊、歳出決算額ともに２億２千５５５万２千９２６円となっています。 

認定第８号 平成２７年度筑紫野市⼟地取得事業特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊、歳出決算額ともに１億５千１０５万８８０円となっています。 

認定第９号 平成２７年度筑紫野市⼆日市財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、２８９万８千５０９円、これに対します歳出決算額は、２４０万２千２３

０円です。これを差し引きいたしました形式収支は、４９万６千２７９円の⿊字となってい

ます。 

認定第１０号 平成２７年度筑紫野市御笠財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定について 

歳⼊決算額は、３千３５４万２千５７９円、これに対します歳出決算額は、２千５８５万

８千８９円です。これを差し引きしました形式収支は、７６８万４千４９０円の⿊字となっ

ています。 

 

 



認定第１１号 
平成２７年度筑紫野市平等寺⼭財産区特別会計歳⼊歳出決算の認定につい

て 

歳⼊、歳出決算額ともに１千８９９万６千７３６円となっています。なお、この財産区の

決算認定については、⼆日市財産区は８月２３日に、御笠財産区は８月２４日に、平等寺⼭

財産区は８月１９日にそれぞれの管理会が開催され、同意を得ているところです。 

認定第１２号 平成２７年度筑紫野市⽔道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定について 

平成２７年度筑紫野市⽔道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦５億９千

７０８万６千１４円のうち１千９９万２千円を減債積⽴⾦に、１億９９１万９千円を建設改

良積⽴⾦にそれぞれ積み⽴て、残りの４億７千６１７万５千１４円を繰り越すものです。 

また、平成２７年度⽔道事業会計決算については、収益的収支では、収⼊総額２０億３千

６７５万２千４９円、支出総額１７億５千７８４万６千５１１円で、損益計算書において２

億１千９８３万９千９２７円の純利益が⽣じています。また資本的収支では、収⼊総額２億

５千４１３万９千２７１円、支出総額７億６千７７９万９千７４６円で、資本的収⼊が資本

的支出に不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しています。 

認定第１３号 
平成２７年度筑紫野市下⽔道事業会計剰余⾦の処分及び決算の認定につい

て 

平成２７年度筑紫野市下⽔道事業会計剰余⾦の処分については、未処分利益剰余⾦４億５

千５８３万３千３６４円のうち６２８万円を減債積⽴⾦に、６千２７９万２千円を建設改良 

積⽴⾦にそれぞれ積み⽴て、残りの３億８千６７６万１千３６４円を繰り越すものです。 

また、平成２７年度下⽔道事業会計決算については、収益的収支では、収⼊総額２２億４

千３２３万４千３３５円、支出総額２０億６千４３１万９千９４８円で、損益計算書におい

て１億２千５５８万５千５３９円の純利益が⽣じています。また資本的収支では、収⼊総額

１０億９２８万９千８８４円、支出総額１６億９千８５９万６千５５４円で、資本的収⼊が

資本的支出に不⾜する額は、過年度分損益勘定留保資⾦等で補填しています。 

報告第 8 号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

 本件と次の２件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を⾏っております

ので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

内容は、平成２８年７月１日、午後２時３０分頃、筑紫野市⼆日市⻄⼆丁目８１９番付近



の市道において発⽣した、道路事故により相⼿方⾞両を損傷させたものです。この事故に伴

います損害賠償額について１１万７千７６３円で示談協議が整いましたので、平成２８年７

月２０日付で、専決処分を⾏ったところです。 

報告第９号 専決処分の承認について（損害賠償請求事件の和解について） 

内容は、平成２１年７月２６日、筑紫野市大字阿志岐で発⽣した、擁壁及び斜面の崩壊に

よる、家屋の損壊等に対し提起された、損害賠償請求事件について、福岡地方裁判所から和

解案が提示されたことから、早期の和解を図るため、平成２８年８月３日付で、専決処分を

⾏ったところです。 

報告第１０号 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成２７年度筑紫野市

健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率の報告について 

本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成２７年度決算における

健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率につきまして、監査委員の審査に付し、その意⾒を付けて

報告するものです。健全化判断⽐率のうち、実質⾚字⽐率につきましては標準財政規模に対

する⼀般会計等の実質⾚字額の⽐率です。本市におきましては、実質⾚字額がないことから、

「算定なし」という意味であるハイフンで記載しています。次に、連結実質⾚字⽐率につい

てでありますが、この⽐率は標準財政規模に対する公営企業を含めた本市の全会計の実質⾚

字の合計額の⽐率です。本市においては、すべての会計に、実質⾚字額はありませんので実

質⾚字⽐率と同様にハイフンで記載しています。 

次に、実質公債費⽐率についてでありますが、この⽐率は標準財政規模を基本とした額に

対する⼀般会計等における地方債の元利償還⾦及び公営企業や⼀部事務組合等を含む地方

債の元利償還⾦の本市の負担額の⽐率です。平成２７年度の⽐率は７．８％となり、早期健

全化基準の２５％を下回ったものとなっています。 

次に、将来負担⽐率についてでありますが、この⽐率は標準財政規模を基本とした額に対

する本市のすべての会計及び⼀部事務組合、⼟地開発公社などの市が設⽴した法人まで含め

た市が負担する額の⽐率です。平成２７年度の⽐率は２．５％となり、早期健全化基準の３

５０％を下回ったものとなっています。 

次に、資⾦不⾜⽐率についてです。この⽐率は本市が経営する公営企業の事業規模に対す

る資⾦不⾜額の⽐率です。本市の⽔道事業会計、下⽔道事業会計、農業集落排⽔事業 特別



会計ともに資⾦不⾜はありませんので、ハイフンで記載しています。以上が平成２７年度決

算に基づく健全化判断⽐率及び資⾦不⾜⽐率についての報告です。 

報告第１１号 筑紫野市⼟地開発公社事業等の報告について 

「１の総括」について、⼀般庶務事項としましては、平成２７年度に理事会を２回開催し、

６件の議案について審議がなされ、全て原案のとおり可決されたところです。役員につきま

しては、平成２７年度の変更はありませんでした。 

次に「事業計画の執⾏状況」についてです。台帳番号４９番「筑紫駅⻄⼝⼟地区画整理事

業」用地の⼀部２６７㎡、及び台帳番号６９番「⼆日市東コミュニティセンター建設事業」

用地３，４０２㎡、をそれぞれ１，７２５万２，９３７円、１億９，４２７万 2 千 30 円で

市へ売却し、処分しています。 

次に「財務の状況」についてです。平成 2７年度は「筑紫駅⻄⼝⼟地区画整理事業」の⼀

部外１事業の処分を⾏い、当期純利益が４６万７千円となり、準備⾦合計は３億２，７０４

万２千円となっています。 

借⼊⾦の期末残⾼につきましては、短期借⼊⾦４億６，６１４万円、⻑期借⼊⾦１３億３，

２７６万５千円となっており前年度⽐で２億９８０万 7 千円の減となっています。 

保有⼟地につきましては、期首残⾼ 23 億１，１２４万 9 千１６２円に対し、当期増加⾼

７８９万４千３４７円、当期減少⾼２億５５０万８千３２７円となりましたことから、平成

２７年度期末残⾼は２１億１，３６３万５千１８２円となっています。 

また、平成２７年度筑紫野市⼟地開発公社決算の監査報告につきましては、本年 5 月２０

日に監事による監査が実施され、内容は適正であることの報告を受けています。 

報告第１２号 公益財団法人筑紫野市文化振興財団事業等の報告について 

 文化振興財団の事業につきましては、筑紫野市より指定管理者として受託しております筑

紫野市文化会館の運営に伴うものです。まず、文化会館の利用状況です。合計⼊場者数は１

１万８，１１７人、使用料は２，７８４万１，６２０円です。なお、使用料につきましては、

公的使用は減免制度があり、その減免額が１，６５２万２，９８０円となっており、実質の

納⼊額は１，１３１万８，６４０円です。次に、公演事業の状況です。公演事業については、

２７年度のテーマを「『新たな始まり』〜３０年の歩みを重ね 紡いで〜」とし、その具体化

のため「第３０回記念名曲コンサート」「ありがとう！！メセナちくしの“吹奏楽祭”１０ｔ



ｈ」など１７事業を開催いたしました。 

公演事業の⼊場者率です。平成２７年度は座席数に対しまして、９９．３％の⼊場者率と

なっています。続きまして、決算の状況です。公益財団法人の会計につきましては、公演事

業の全てと文化会館の公益目的での貸与に関する「公益目的事業会計」、文化会館の公益目

的外での貸与及び物品販売⼿数料の収⼊に関する「収益事業等会計」、財団の組織運営に関

する「法人会計」に分かれています。合計額の欄でご説明申し上げます。⾦額については、

消費税抜額での経理になっています。まず経常収益合計は、７，８１７万２，８６２円です。

収⼊の主なものは、筑紫野市からの指定管理受託収⼊７，４２８万６，１１０円です。次に、

経常費用についてですが、経常費用合計は７，７４３万４，８８２円です。その主なものは、

公益目的事業会計の事業費５，０９３万２２２円で、公演事業及び清掃等に関する委託費、

人件費、施設の光熱⽔費等です。収⼊から支出を引きました当期経常増減額は７３万７，９

８０円となり、これが当年度の収支となるものです。⼀般正味財産期末残⾼１，５３９万８，

２００円と指定正味財産期末残⾼１，５００万円を加えますと３，０３９万８，２００円と

なりまして、この額が財団の正味財産期末残⾼となるものです。                          

議案第５３号 筑紫野市表彰条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、筑紫野市被表彰者選考委員会の委員のうち１名を区⻑に委嘱していたものを、区

⻑制度⾒直しに伴い、今後は、コミュニティ運営協議会から推薦を受けた者に委嘱するため

に改正を⾏うものです。 

議案第５４号 
筑紫野市⼦ども医療費の支給に関する条例の⼀部を改正する条例の制定に

ついて 

本件は、本年１０月に筑紫野市重度障害者医療費支給制度が改正されることに伴い、筑紫

野市⼦ども医療費支給制度における中学１年⽣から３年⽣までの⼦どもについて、制度間の

調整を⾏うため、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第５５号 
筑紫野市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の⼀部を改正する条例

の制定について 

本件は、児童扶養⼿当法の改正に伴い、児童扶養⼿当法施⾏令の⼀部を改正する政令が平

成２８年８月１日に施⾏されたことに伴い、条例の⼀部を改正するものです。 

 



議案第５６号 市道路線の廃⽌について 

本件は、路線番号８０３２号につきまして、本道寺・香園の圃場整備事業地内にあって事

業により付け替えられたため市道路線の廃⽌をするものです。この道路を道路法第１０条第

１項の規定に基づき、市道路線の廃⽌をするため、同条第３項の規定により準用する同法第

８条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

議案第５７号 平成２８年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第２号）について 

補正の主な内容ですが、歳出予算としましては、公共施設等整備基⾦への積⽴として８億

７千４８９万８千円。また、市庁舎建設用地の⼟地購⼊費として８億４千５５４万９千円、

不登校対策、道徳教育推進のための⽣徒指導総合推進事業として１５７万２千円などを増額

するものです。これに⾒合いの歳⼊予算といたしましては、普通交付税２千３５４万４千円、

などの増額、庁舎建設基⾦より８億４千５５４万９千円を繰⼊れるものです。このため、歳

⼊歳出予算の総額に、歳⼊歳出それぞれ１８億３７９万円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を

歳⼊歳出それぞれ３２０億４２５万１千円とするものです。また、「債務負担⾏為補正」と

いたしましては、「追加の場合」で２件の４千１２６万５千円、⼀部事務組合分として４件

の３億５千５５２万８千円を計上しています。「地方債補正」につきましては、「変更の場合」

として１１億７千８５万２千円を計上しています。 

議案第５８号 
平成２８年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）につ

いて 

補正の主な内容ですが、歳出予算としましては、予備費１千９４３万９千円を増額し、こ

れに⾒合いの歳⼊予算としましては、前年度繰越⾦を同額、増額するものです。このため、

歳⼊歳出予算の総額に、歳⼊歳出それぞれ１千９４３万９千円を追加し、歳⼊歳出予算の総

額を歳⼊歳出それぞれ１１４億２千８０８万８千円とするものです。また、「債務負担⾏為」

としましては、１件９７７万４千円を計上しています。 

議案第５９号 平成２８年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

補正の主な内容ですが、歳出予算としましては、国庫支出⾦返還⾦３千２５７万８千円、

予備費３千９１３万７千円などを増額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算としまして、

前年度繰越⾦９千４２８万６千円などを増額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額

に、歳⼊歳出それぞれ９千６０５万１千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞ



れ６１億３千５９０万１千円とするものです。また、「債務負担⾏為」としましては、２件

の２千６０６万４千円を計上しています。 

議案第６０号 
平成２８年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

補正の主な内容ですが、歳出予算としましては、広域連合納付⾦４千４４万６千円などを

増額するものです。これに⾒合いの歳⼊予算としましては、前年度繰越⾦４千１４５万６千

円を増額するものです。このため、歳⼊歳出予算の総額に、歳⼊歳出それぞれ４千１４５万

６千円を追加し、歳⼊歳出予算の総額を歳⼊歳出それぞれ２１億６千３２７万９千円とする

ものです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２８年 第３回 筑紫野市議会定例会（９月） 
追加提出議案について 

 

 平成２８年第３回筑紫野市議会定例会において９月２８日に次の議案を追加提案しまし

たので、その内容をお知らせします。（会期：９月３０日まで４日間延⻑） 

議案第６１号 設計・施工契約の締結について 

 本件は、筑紫野市庁舎建設基本計画に基づきます市庁舎建設設計・施工契約の締結につい

て、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第 2 条の規定により議会の議決を求めるものです。 

事業名は筑紫野市庁舎建設事業で、契約の方法はプロポーザル方式により事業者を選定し

た随意契約で、契約⾦額が５９億５千６２０万円です。契約の相⼿方は、福岡市博多区博多

駅東⼆丁目 14 番 1 号、前田建設・九州建設・久米設計・匠建築特定建設工事共同企業体代

表者前田建設工業株式会社九州支店執⾏役員支店⻑永重雅守氏です。 

 

 


